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以下の製品は研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に相当します。 
 
製品名：Furin 
製品番号：P8077SおよびP8077L 
製造者：New England Biolabs inc. (U.S.) 
 

Furin; #P8077S/L は、ヒト由来 Furin 遺伝子を有する組換えバキュロウイルスに感染した昆虫細胞を使

用して発現・精製を行ったものです。これら製品の発現に用いた組換え型バキュロウィルスが完全には除

去できていない可能性があるため、本製品の販売・使用は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による

生物の多様性の確保に関する法律（通称カルタヘナ法）」における第二種使用等に相当します。 

【製品情報】 
○ 宿主：バキュロウイルス 
○ 核酸又はその複製物の名称：ヒトFurin遺伝子（トランケート型） 
○ 製法：上記遺伝子組換えバキュロウイルスを昆虫細胞(Spodoptera frugiperda, Sf9)に感染・発現の

後、細胞を破砕して超遠心分離により細胞膜ないし細胞質に分画し、細胞質溶液を精製して調製。 
○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第１６条第

１号、第２号又は第４号に基づく使用等：該当せず 
 

【製品仕様のご注意】 

ご使用の際は「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措

置等を定める省令」（平成16年文部科学省・環境省令第1号）に従って機関内安全委員会の判断のもと、

機関実験として P1 拡散防止措置を執って行ってください。 
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本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します； 
電話番号；03-4545-1420 Fax；03-5669-6196 

Email；tech.jp@neb.com 
 


